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ビーチサッカー競技規則
2011/2012

＊ 本競技規則は、FIFA発行の「Beach Soccer Laws of the Game2008」
を元に（財）日本サッカー協会が和訳し、あらたに「ビーチサッカー競技規則
2011/2012」版として発行したものである。
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ビーチサッカー競技規則に関する注解

修正

　関係する加盟協会の合意が得られており、また競技規則の基本原則が
保持されていれば、１６歳未満の競技者、女子、年長者（３５歳以上）
および障害のある競技者の試合では競技規則の適用にあたって修正を加
えることができる。

　以下の一部またはすべてに修正ができる。
　● ピッチの大きさ
　 ● ボールの大きさ、重さ、材質
　 ● ゴールポストの間隔とクロスバーのグラウンドからの高さ
　● 試合時間
　 ● 競技者の数

　これ以外の修正は、国際サッカー評議会の同意があった場合にのみ認
められる。

男性と女性

　ビーチサッカー競技規則では主審や第２審判、第３審判、タイムキー
パー、競技者、役員について、すべて男性で表記されているが、これは
簡略化のためであって、いずれも男性、女性の双方に適用されるもので
ある。
（注：日本語訳には性別がない。）
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第１条　ピッチ

ピッチの表面

　表面は砂でできていて、水平であり、競技者を負傷させる可能性のあ
る石や貝、その他のものが取り除かれている。

　国際競技会では、砂は粒が細かく、40cm以上の深さがなければなら
ない。砂はプレーに適するように、荒くなく、また石や危険なものは取
り除かなければならない。しかしながら、皮膚に付着するほどまで過度
に細かくなってはならない。

26–28 m

1–2 m

8–10 cm

5 m

35–37 m
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ピッチのマーキング

　ピッチは長方形で、ラインでマークしなければならない。エリアの境
界を示すラインはそのエリアの一部である。

　長い方の２本の境界線をタッチライン、短い方の２本の境界線をゴー
ルラインという。ただし、ゴールポストの間にラインはマークしない。

　ピッチは、ピッチの外に設置された２本の赤色のフラッグでマークさ
れる仮想のハーフウェーラインで半分に分ける。

　仮想のハーフウェーラインの中央がキックオフといくつかの直接フ
リーキックのための位置である。

9 m9 m

1–1.5 m
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第１条　ピッチ

大きさ

　タッチラインの長さは、ゴールラインの長さより長くなければならな
い。
　長さ（タッチライン）： 最小　35m
 最大　37m
　幅　（ゴールライン）： 最小　26m
 最大　28m

　すべてのラインは8cmから10cmの幅で、砂と見分けることができる
青色のテープでできている。テープは弾力性があり切れにくく、競技者
の足を傷つけるようなものであってはならない。ラインは各コーナーと
両タッチラインの中央で特製の止め具で砂にしっかりと固定され、ポス
トに取り付けるゴム製のリングでゴールに固定しなければならない。

ペナルティーエリア

　ペナルティーエリアは、ゴールラインと両タッチラインと接したゴー
ルラインから9m離れた平行な仮想のラインで囲まれたエリアであり、
ピッチの外側の両タッチライン近くに立てられた黄色の２本のフラッグ
でマークする。

　仮想のペナルティーマークは、ペナルティーエリアライン上の中央で、
両ゴールポストから等距離のところになる。

フラッグ

　各コーナーにはしなやかで丈夫な、風雨に耐えうるプラスチック製の
赤色のフラッグをつけた先端のとがっていないポールを立てる。

　黄色のフラッグはペナルティーエリアをマークする仮想のラインの両
端に立て、赤色の２本のフラッグはハーフウェーラインの両側に立てる。
これらのフラッグはタッチラインの外側に1mから1.5m離してしっかり
固定する。

　フラッグポールは1.5m以上の高さでなければならない。
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1–2 m

>1.5 m

1–1.5 m

8–10 cm

交代ゾーン

　交代ゾーンは競技者がピッチを出入りするタッチライン上のエリアで
ある。

　交代ゾーンは、タイムキーパーのテーブルの前で、ハーフウェーライ
ンがタッチラインに接する地点から両側に2.5mずつ、計5mの長さにな
る。チームベンチは、交代ゾーンを空けておくように、タッチラインの
後方に設置する。
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第１条　ピッチ

ゴール

　ゴールは、それぞれのゴールラインの中央に設置する。ゴールは、各
コーナーから等距離に垂直に立てられた２本のポストとその頂点を結ぶ
水平なクロスバーとからなる。

　ポストの間隔（内側間）は5.5mで、クロスバーの下端からグラウン
ドまでの距離は2.2mである。

　ゴールポストとクロスバーは同じ幅と同じ厚さで、周囲が10cm以上
で、20cm以下とし、砂と見分けられる色で塗る。

　ネットは、麻、ジュートまたはナイロン製で、ゴールポストとクロス
バーの後方に取り付けられる。

　安全上の理由から、それぞれのポストの下端に砂の下で固定するため
の支えとなるものを取り付ける。両ポストの後方に取り付けられた長さ
1.5mの２本の水平なバーは、両端にフックと締め紐があるプラスチック
で覆われたチェーンまたはバーで連結して、砂の表面に設置する。この
バー（あるいはチェーン）もまた砂にしっかり固定する。
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10–20 cm

5.5 m

1.5 m

2.2 m

安全

　ピッチは、周囲を幅1mから2mのセーフティーゾーンで囲まれる。

　ゴールは移動式のものでも良い。しかし、プレー中は地面に確実に固
定されなければならない。
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第２条　ボール

品質と規格

　ボールは次のものとする。
　 ● 球形
　 ●  皮革または他の適切な材質で、摩損や形くずれに耐久力があり、防
水加工したもの

　 ● 外周は68cm以上70cm以下
　 ● 重さは試合開始時に400g以上440g以下
　 ● 空気圧は海面の高さの気圧で、0.4 ～ 0.6気圧

68–70 cm

欠陥が生じたボールの交換

　試合の途中でボールが破裂する、または欠陥が生じた場合
　 ● 試合は停止される
　 ● 試合は競技規則第８条に従って再開される

　ボールがインプレー中ではなく、（キックオフ、ゴールキック、コーナー
キック、直接フリーキック、ペナルティーキック、またはボールインバ
ウンドのときに）ボールが破裂する、または欠陥が生じた場合：
　 ● 試合は競技規則に従って再開される
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決定

決定１
　ボールは、第２条の要件に加え、FIFAや各大陸連盟の主催下で行われ
る公式競技会の試合において、次のいずれかのロゴが付けられているこ
とを条件として使用が認められる。
　 ● 公式の"FIFA承認"のロゴ
　 ● 公式の"FIFA検定"のロゴ
　 ● "国際試合ボール基準"のロゴ

　これらのロゴは、第2条に規定されている最低限の仕様に加えて、ロ
ゴ別に規定された技術的要件を満たしていることが公式にテストされて
証明されていることを示している。ロゴ別に定められた追加要件のリス
トは、国際サッカー評議会によって承認されたものである。テストを実
施する検査機関はFIFAによって承認される必要がある。

　加盟協会の競技会は、これら３つのロゴのいずれかを付けたボールの
使用を要求することができる。

決定２
　FIFAの競技会ならびに各大陸連盟および加盟協会の主催下で行われる
公式競技会の試合では、ボールに一切の商業広告を付けることは認めら
れない。ただし、競技会、競技会の主催者のエンブレムおよびメーカー
の承認された商標は認められる。競技会規定において、これらのマーク
のサイズと数を制限することができる。
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第３条　競技者の数

競技者

　試合は、５人以下の競技者からなる２つのチームによって行われる。
各チームの競技者のうち１人はゴールキーパーである。

公式競技会

　FIFA、各大陸連盟、または加盟協会の主催下で行われる公式競技会の
試合では、いかなる試合でも最大５人までの交代を行うことができる。

　試合中に行うことのできる交代の回数は、制限されない。一度交代で
退いた競技者は交代要員となり、他の競技者と交代してピッチに戻るこ
とができる。



13

交代の進め方

　交代はボールがインプレー中、アウトオブプレーにかかわらず、いつ
でも行うことができる。次の条件を守らなければならない。
　 ●  ピッチに入る競技者は、交代する競技者の番号の標示を頭上に掲げ、
ピッチに入る意図を合図する。

　 ● ピッチから出る競技者は、交代ゾーンから出る
　 ●  ピッチに入る競技者は交代ゾーンから入る。ただし、ピッチを出る
競技者が完全にタッチラインを越えるまで、ピッチに入ることがで
きない。

　 ●  交代要員は、出場する、しないにかかわらず、主審・第２審判の権
限および管轄下にある。

　 ●  交代は、ピッチに入る交代要員がピッチを出る競技者にその競技者
の番号の標示を手渡したとき、交代は完了し、その時点から、その
交代要員は競技者となり、交代した競技者は競技者ではなくなる。

　競技者の交代の間、時計は止めない。

ゴールキーパーの交代

　ゴールキーパーは、いつでも交代することができる。ゴールキーパー
の交代の間、時計は止めない。ゴールキーパーは交代要員がピッチに入
り、完全に交代が完了するまで、競技者とみなされる。

　いずれの競技者も、次の条件を満たせば、ゴールキーパーと入れ代わ
ることができる。
　 ● 交代が行われる前に、主審・第２審判に通知する。
　 ● その競技者はゴールキーパーのシャツを着用する。
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第３条　競技者の数

反則/罰則

　交代が行われるときに、負傷あるいは競技規則の第４条の場合を除い
て、ピッチに入る交代要員が、または交代してピッチを出る競技者が、
交代ゾーン以外の場所から行ったとき、または交代の進め方に違反が
あった場合：
　 ● プレーを停止する
　 ●  反則をした競技者を警告し、交代の進め方を正しく行うためにピッ
チから離れるよう命じる。

　 ●  試合は、仮想のハーフウェーラインの中央から相手チームの直接フ
リーキックにより再開する。ボールがアウトオブプレーであった場
合、試合は競技規則に従って再開される。

　 ●  以前に警告をされていた交代要員がピッチに入るとき警告となる違
反を交代の手続きで犯した場合、その交代要員は２つ目のイエロー
カードとして退場させられる。しかし、そのチームは交代の手続き
が完了していないので、競技者の数は減らされない。試合は、前の
条項と同じように再開される。

決定

１　 試合開始時に、両チームとも４人以上の競技者がいなければならな
い。プレーが開始された後に、他の競技者がピッチに到着した場合、
その競技者がキックオフ前に競技者として登録されていて、主審・
第２審判に通知した場合は、試合に参加することが認められる。

２　 退場や負傷により、いずれかのチームの競技者が３人未満（ゴール
キーパーを含む）となった場合、試合を放棄しなければならない。
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第４条　競技者の用具

安全

　競技者は、自分自身または他の競技者に危険な用具を用いる、あるい
はその他のもの（あらゆる装身具を含む）を身につけてはならない。

基本的な用具

　競技者が身につけなければならない基本的な用具は次のものであり、
それぞれに個別のものである。
　 ●  袖のあるジャージ、またはシャツ―アンダーシャツを着用する場合、
その袖の色はジャージー、またはシャツの袖の主たる色と同じでな
ければならない。

　 ●  ショーツ　－　アンダーショーツを着用する場合、その色はショー
ツの主たる色と同じでなければならない。

　靴は認められない。足首や足用の弾力性のあるバンデージやプラス
チック製の眼鏡の着用は保護のために着用できる。
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第４条　競技者の用具

ジャージーまたはシャツ

　番号の色は、シャツの色と明確に見分けがつかなければならない。

　国際試合においては、背中に表示している番号は、シャツまたはショー
ツの前面にも小さいサイズで見えなければならない。 

ゴールキーパー

　 ● ゴールキーパーは、長いトラウザーズを穿くことができる。
　 ●  それぞれのゴールキーパーは、他の競技者や主審・第２審判および
副審と区別のつく色の服装をしなければならない。
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反則/罰則 

　本条に関する違反があった場合、
　用具が正しくない競技者は、主審・第２審判にピッチから離れて用具
を正すように、または身につけていない用具を身につけるよう指示され
る。交代していない場合、競技者はその服装を主審・第２審判、または
第３審判のうちの１人に示し、用具が正されたと確認するまでピッチに
戻ることはできない。
主審・第２審判のいずれかがその競技者にピッチへの復帰を認める。

プレーの再開

　反則を犯した競技者に警告をするために主審・第２審判がプレーを停
止した場合、
　 ●  試合は、仮想のハーフウェーラインの中央から、相手チームの競技
者によって行われる直接フリーキックで再開される

決定

１　 競技者は、スローガンや広告のついているアンダーシャツを見せて
はならない。身につけなければならない基本的な用具には、政治的、
宗教的または個人的なメッセージをつけてはならない。

２　 スローガンや広告を見せるためにシャツを脱いだ競技者は、競技会
の主催者によって罰せられる。基本的な用具に、政治的、宗教的、
または個人的なメッセージをつけた競技者のチームは、競技会の主
催者またはＦＩＦＡにより罰せられる。

３　 ジャージーには、袖がなければならない。
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第５条　主審・第２審判

審判員の権限

　試合は、任命された試合に関してピッチの設置された場所に入ったと
きからその場所を離れるまで競技規則を施行する一切の権限を持つ２人
の審判員によってコントロールされる。 

職権と任務

　主審と第２審判は：
　 ●  競技規則を施行する。 
　 ●  反則をされたチームがアドバンテージによって利益を受けそうなと
きは、プレーを続けさせる。しかし、予期したアドバンテージがそ
のときに実現しなかった場合は、そのもととなった反則を罰する。 

　 ●  関係機関に審判報告書を提出する。報告書には、試合前、試合中、
または試合後の、競技者あるいはチーム役員に対する懲戒措置やそ
の他の出来事に関する情報が含まれる。 

　 ●  タイムキーパーや第３審判がいない場合、主審がその任務を担う。
　 ●  競技規則のあらゆる違反に対して、または外部からなんらかの妨害
があった場合、主審は試合を停止し、一時的に中断し、または中止
する。 

　 ●  警告または退場となる反則を犯した競技者に懲戒措置をとる。
　 ●  責任ある態度で行動しないチーム役員を対して処置をとり、必要で
あれば、役員をピッチおよびその周辺からカードを示さずに立ち退
かすことができる。

　 ● 認められていない者をピッチに入らせない。
　 ● 競技者が時間を浪費している場合、プレーを停止する。 
　 ●  競技者が重傷を負ったと判断した場合、試合を停止し、確実に負傷
者をピッチから退出させる。
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　 ●  競技者の負傷が軽いと判断した場合、ボールがアウトオブプレーに
なるまでプレーを続けさせる。 

　 ●  フリーキックまたはペナルティーキックで再開する場合、笛で合図
をする。

　 ●  使用するすべてのボールを確実に第２条の要件に適合させる。 

主審の決定

　プレーに関する事実についての主審の決定は、得点となったかどうか、
また試合結果を含め最終である。
　プレーを再開する前、または試合を終結する前であれば、主審・第２
審判は、その直前の決定が正しくないことに気付いたとき、また主審・
第２審判が必要であると判断した場合、決定を変えることができる。
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第５条　主審・第２審判

決定

１　 主審と第２審判が同時に反則の合図をし、どちらのチームを罰する
かに不一致があった場合、主審の判定が優先される。

２　 主審と第２審判は、ともに競技者に警告および退場を命ずることが
できる。しかし、両者の間に不一致があった場合、主審の判定が優
先される。

３　 第２審判による不法な干渉、または不当な行為があった場合、主審
はその第２審判を解任し、代替を補充し、関係機関に報告書を提出
する。
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第６条　タイムキーパーと第３審判

任務

　タイムキーパー１人と第３審判１人を任命することができる。彼らは
交代ゾーンと同じサイドのピッチ外で、仮想のハーフウェーラインのと
ころに位置する。

　タイムキーパーと第３審判は、試合を行うピッチがあるところの協会、
またはクラブが用意する正確な時計が用いる。
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第６条　タイムキーパーと第３審判

タイムキーパー

　次により、第７条の規定に基づく試合時間を確保する。
　 ● キックオフの後直ちに時計（ストップウォッチ）をスタートする。 
　 ●  得点したとき、ペナルティーキックまたは直接フリーキックが与え
られたとき、競技者が負傷をした、または時間を浪費していると主
審・第２審判が合図したとき、直ちに時計を止める。

　 ●  主審・第２審判がタイムキーパーに時計を止める合図をしたとき、
時計を止める。

　 ●  キックオフ、直接フリーキック、またはペナルティーキック、もし
くは主審・第２審判が時計を止めるための合図の後に、プレーが再
開した後に、時計をスタートする。

　 ● 競技者が退場させられたとき、２分間の退場時間を確認する。 
　 ●  それぞれのピリオドの終了、試合の終了、延長戦の終了を、主審・
第２審判が用いるものと異なった音色やその他の音で合図する。

　 ●  ３分間のインターバルの後に第２ピリオド、第３ピリオドを再開す
る正確な時間を主審・第２審判に合図する。また必要であれば、延
長戦の再開のとき合図する。
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第３審判

　第３審判は、主審・第２審判およびタイムキーパーを援助し、次のこ
とを行う。
　 ● 試合の停止とその理由を記録する。 
　 ●  交代が正しく行われることを確認する。交代の間に違反が生じ、ア
ドバンテージルールが適用できない場合、主審・第２審判が用いる
ものと異なった音色の笛やその他の音で合図する。 

　 ● 得点者の番号とその時間を記録する。 
　 ●  警告された、または退場を命じられた競技者、交代要員の氏名と番
号を記録する。 

　 ● その他、試合に関する情報を提供する。 
　 ● 交代ベンチに着席している者の行為を監視する。
　 ●  退場を命じられた競技者に代わる交代要員がピッチに入場できる時
間を用紙に書いて、チームに通知する。

 
　主審・第２審判のいずれかが負傷した場合、第３審判はその審判員と
代わり、第２審判に代わる。 

決定

１　 国際試合においては、必ずタイムキーパーおよび第３審判を置かな
ければならない。 

２　 タイムキーパー、または第３審判による不法な干渉があった場合、
主審はその者を解任し、代替を補充し、関係機関に報告書を提出す
る。



24

第７条　試合時間

プレーの時間

　試合は各１２分間３ピリオド行われる。計時は、その任務について第
6条に規定しているタイムキーパーが行う。

　第６条の規定により、時間は次のとき、止めなければならない。 
　 ● 得点したとき 
　 ● ペナルティーキックまたは直接フリーキックが与えられたとき 
　 ● 主審・第２審判が合図したとき
　 ●  競技者が負傷している、または時間を浪費していると主審・第２審
判が合図したとき

　各ピリオドは、ペナルティーキック、または直接フリーキックを行う
ために時間を追加する。試合またはピリオドは次のときに終了する。 
　 ● ボールが直接ゴールに入り、得点となったとき
　 ● ボールが蹴られてピッチの境界線を越えたとき 
　 ●  ボールがゴールキーパーやゴールポスト、クロスバーまたは砂に触
れた後ゴールに入ったとき ― 得点となる。 

　 ●  キックされた後に、ペナルティーキックや直接フリーキックを再び
行うことになる違反が犯されておらず、ボールがゴールキーパー以
外の競技者に触れたとき

　 ●  守備側ゴールキーパーがボールを止めたとき、またはボールがゴー
ルポスト、クロスバーから跳ね返り、ゴールに入らなったとき

　タイムキーパーは１２分間のそれぞれのピリオドの終了を決定する。

　笛またはホーンが鳴らされたとき、主審は各ピリオドの終了、または
試合終了を合図する。この合図のあとは、上記の特別の状況を除いて、
いかなるプレーも認めない。ボールがキックされた後、ピリオドまたは
試合を終了させる前に、主審・第２審判はタイムキーパーの笛またはホー
ンが鳴らされる前に蹴られたキックの結果を待なければならない。
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ピリオド間のインターバル

　ピリオド間のインターバルは、３分間である。 
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延長戦

　通常の試合時間の後に、同点の場合、３分間の延長戦が行われる。延
長戦の後に、同点の場合、第１８条に従って仮想のペナルティーマーク
からのキックが行われる
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第８条　プレーの開始および再開

試合前

　コインをトスし、勝ったチームが第１ピリオドに攻める方向、または
キックオフを行うのかを決める。

　第２ピリオドには、両チームはエンドを替え、反対のゴールを攻める。
第１ピリオドにキックオフを行わなかったチームが第２ピリオドのキッ
クオフを行う。

　第３ピリオドの前に、再びコインをトスし、勝ったチームが攻める方
向、またはキックオフを行うのかを決める。

　延長戦が行われる場合には、第３ピリオドにキックオフを行わなかっ
たチームが延長戦のキックオフを行う。両チームはエンドを替え、反対
のゴールを攻める。

キックオフ

　キックオフは、プレーの開始、または再開する方法のひとつである。 
　 ● 試合開始時 
　 ● 得点ののち 
　 ● 第２ピリオドと第３ピリオドの開始時 
　 ● 延長戦が行われるとき、その開始時 

　キックオフからは、直接得点することができない
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5 m

進め方

　 ● すべての競技者は、ピッチの味方ハーフ内にいなければならない。 
　 ●  キックオフをするチームの相手競技者は、ボールがインプレーにな
るまで５ｍ以上ボールから離れる。 

　 ● ボールは、仮想のハーフウェーラインの中央に静止している。 
　 ● 主審がキックオフの合図をする。 
　 ● 競技者はボールをけり、動かす。 
　 ●  ボールは、空中または前方に移動したときインプレーとなり、その
後、他の競技者はボールを蹴ることができる。 

　 ●  キッカーは、他の競技者がボールに触れるまで、ボールに再び触れ
てはならない。

　一方のチームが得点したのち、他方のチームがキックオフを行う。
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第８条　プレーの開始および再開

反則/罰則

　他の競技者がボールに触れる前にキッカーがボールに再び触れた場合、
仮想のハーフウェーラインの中央から行われる直接フリーキックが相手
チームに与えられる。 

　キックオフの進め方に関して、その他の違反があった場合、キックオ
フを再び行う。 

ドロップボール

　ドロップボールは、ボールがインプレー中に、ボールがタッチライン
やゴールラインを越えない状況で、競技規則のどこにも規定されていな
い理由によって一時的にプレーを停止する必要があった場合の試合を再
開する方法である。
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進め方

　 ●  審判員の１人が仮想のハーフウェーラインの中央でボールをドロッ
プする。 

　 ● ボールが砂に触れたのちすぐに、ボールはインプレーになる。 

反則/罰則

　次の場合、ボールを再びドロップする： 
　 ● ボールが砂に触れる前に競技者がボールに触れる。 
　 ●  ボールが砂に触れたのち、競技者が触れることなくピッチの外に出
る。 
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第９条　ボールインプレーおよびボールアウトオブプレー

ボールアウトオブプレー

　ボールは、次のときにアウトオブプレーとなる： 
　 ●  グラウンド上または空中にかかわらず、ボールがゴールラインまた
はタッチラインを完全に越えた。 

　 ● 主審・第２審判がプレーを停止した。 

ボールインプレー

　これ以外、ボールは、次の場合も含めてインプレーである： 
　 ●  ボールがゴールポスト、クロスバー、コーナーフラッグからはね返っ
てピッチ内にある。 

　 ● ボールがピッチ内にいる主審・第２審判から跳ね返る。 
　 ●  キックオフの後にボールが空中にあり、キックオフが正しく行なわ
れたとき。

OUT OF PLAY

IN PLAY

IN PLAY

IN PLAY



31

得点 

　ゴールポストの間とクロスバーの下でボールの全体が仮想のゴールラ
インを越えたとき、ゴールキーパーを含む攻撃側チームの競技者が手ま
たは腕で、ボールを投げる、運ぶ、または意図的に押し進めておらず、
ゴールにボールを入れたチームが競技規則の違反を犯していなければ、
１得点となる。

　ゴールキーパーは： 
　 ●  ボールを手または腕で投げて直接得点することはできない。ゴール
に入った場合、相手チームにゴールクリアランスが与えられる。 

　 ●  手または腕から放したボールが地面に触れる前に空中でキックした
場合、直接得点することはできない。 

　 ●  ボールを地面に置いて、それからボールを蹴れば直接得点すること
ができる。

GOAL

NO GOAL

NO GOAL

NO GOAL

第10条　得点の方法
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第10条　得点の方法

勝利チーム

　試合中により多く得点したチームを勝ちとする。両チームが同点、ま
たは共に無得点の場合、通常の試合時間の終了後、延長戦が行われる。

　延長戦が引き分けで終った場合、試合は仮想のペナルティーマークか
らのキックを交互に行うことで決定する。同数のキックを行って、より
多く得点したチームを勝ちとする。
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第11条　ファウルと不正行為

　ファウルと不正行為は、次のように罰せられる： 

直接フリーキック

　競技者が次の項目の反則を、不用意に、無謀にまたは過剰な力で犯し
たと主審・第２審判が判断した場合、直接フリーキックが相手チームに
与えられる： 
　 ● 相手競技者をける、またはけろうとする。 
　 ●  スライディングまたは前や後ろでかがみこんで、相手競技者にタッ
クルする、またはタックルしようとする。 

　 ● 相手競技者に飛びかかる。 
　 ● 相手競技者をチャージする。 
　 ● 相手競技者を打つ、または打とうとする。 
　 ● 相手競技者を押す。 

　競技者が次の項目の反則を犯した場合、直接フリーキックが相手チー
ムに与えられる： 
　 ● 相手競技者を押さえる。
　 ● 相手競技者につばを吐く。 
　 ●  ボールを意図的に手または腕で扱う。例えば、意図的に手または腕
でボールを運ぶ、押し進める、または投げる。（ゴールキーパーが自
分のペナルティーエリア内にあるボールを扱う場合を除く）。 

　 ●  ピッチの相手ハーフ内で時間を浪費するために意図的に脚でボール
を押さえ込む。

　 ● ピッチの相手ハーフ内で危険な方法でプレーする。 
　 ● ピッチの相手ハーフ内で意図的に相手競技者の進行を妨げる。 
　 ● ゴールキーパーがボールを手から放すのを妨げる。 
　 ●  ボールを獲ろうとするとき、ボールに触れる前に相手競技者に触れ
る。
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第11条　ファウルと不正行為

ペナルティーキック

　ボールがインプレー中に、競技者が自分のペナルティーエリア内で上
記の項目の反則を犯した場合、ボールの位置に関係なく、ペナルティー
キックが与えられる。 

仮想のハーフウェーラインの中央からの直接フリーキック 

　次の場合、仮想のハーフウェーラインの中央から行う直接フリーキッ
クが相手チームに与えられる。
　 ●  チームが、相手競技者からボールを守ることなく、自分のペナル
ティーエリア内で５秒以上ボールを保持する。 

　 ●  ボールが相手競技者に触れることなく、ゴールキーパーが味方競技
者からの意図的なバックパスを２度続けて手または腕で扱う。 

　 ●  ゴールキーパーが手または腕からボールを離した後、ボールが地面
に触れる前に空中で蹴る。
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　 ●  ゴールキーパーが自分自身のペナルティーエリア内で、手または腕
で保持したボールをペナルティーエリア外にでて足でボールをプ
レーした後、自分のペナルティーエリアに戻り、ボールを再び手ま
たは腕でとる。

　 ●  自分自身のハーフ内で時間を浪費するために意図的に脚でボールを
押さえ込む。

　 ● 自分自身のハーフ内で危険な方法でプレーをする。 
　 ● 自分自身のハーフ内で意図的に相手競技者の進行を妨げる。
　 ●  第11条のこれまでに規定されていないもので、競技者を警告する、
または退場させるためにプレーを停止することになる反則を犯す。

懲戒の罰則

　主審・第２審判は、ピッチに入った時から試合終了の笛を吹いたのち
ピッチを離れるまで、懲戒の罰則を行使する権限を持つ。

競技者または交代要員が警告となる反則

　競技者は、次の項目の反則を犯した場合、警告される。
　 ● 反スポーツ的行為を犯す。 
　 ● 言葉または行動によって異議を示す。 
　 ● 繰り返し競技規則に違反する。 
　 ● プレーの再開を遅らせる。 
　 ●  キックオフ、コーナーキック、ボールインバウンド、または直接フ
リーキックのとき、規定の距離を守らない。 

　 ●  主審・第２審判の承認を得ずピッチに入る、復帰する、または交代
の手続きに違反する。 

　 ● 主審・第２審判の承認を得ず意図的にピッチから離れる。 

　交代要員は、次の項目の反則を犯した場合、警告される： 
　 ● 反スポーツ的行為を犯す。 
　 ● 言葉または行動によって異議を示す。
　 ● プレーの再開を遅らせる。
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第11条　ファウルと不正行為

競技者または交代要員が退場となる反則 

　競技者または交代要員は次の項目の反則を犯した場合、退場を命じら
れる： 
　 ● 著しく不正なファウルプレーを犯す。 
　 ● 乱暴な行為を犯す。 
　 ● 人に対して、砂を投げる。 
　 ● 相手競技者、またはその他の者につばを吐く。
　 ●  意図的にボールを手または腕で扱い、相手チームの得点、または決
定的な得点の機会を阻止する（自分のペナルティーエリア内でゴー
ルキーパーが行ったものには適用しない）。 

　 ●  直接フリーキック、またはペナルティーキックとなる反則で、ゴー
ルに向かっている相手競技者の決定的な得点の機会を阻止する

　 ● 攻撃的な、侮辱的な、または下品な発言や身振りをする。 
　 ● 同じ試合の中で２つ目の警告を受ける。 

決定

１． 退場を命じられた競技者は、その試合に復帰することはできないし、
交代ベンチに着席することもできない。しかも、ピッチの周辺から
離れなければならない。

　　 ●  他の味方競技者は、2分間が経過したのち、退場を命じられた競
技者と交代することができる。その競技者は第３審判の承認を得
て、ピッチに入ることができる。
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２． 相手競技者の安全を犯すタックルは、著しく不正なファウルプレー
を犯したことで罰せられなければならない。

３． 主審・第２審判を騙そうとする意図のあるピッチ上のいかなるシミュ
レーションも反スポーツ的行為のために罰せられなければならない。

４． 得点の喜びでシャツを脱いだ競技者は、反スポーツ的行為のために
警告されなければならない。
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第12条　直接フリーキック

直接フリーキック

　直接フリーキックのみ存在し、次のように行われる。
　 ● 競技者は壁をつくれない。 
　 ●  その競技者が重傷を負った場合を除いて、ファールを受けた競技者
がキックを行う。競技者が重傷を負った場合、その競技者の交代要
員が行う。

　 ●  キックが行われるときボールは静止していなければならない。キッ
カーは、他の競技者が触れる前にボールに再び触れることはできな
い。 

　 ●  各ピリオド、または延長戦の終了時に行う直接フリーキックのため
に時間を追加しなければならない。 

　 ●  直接フリーキックからのボールが自分のゴールに直接入った場合、
コーナーキックが相手チームに与えられる。 

　 ●  直接フリーキックからのボールが相手ゴールに直接入った場合、得
点となる。 

直接フリーキックの位置 

　ピッチの相手ハーフ内からの直接フリーキック 

　直接フリーキックが反則を犯したチームの味方ハーフ内から行われる
場合、キックを行う競技者と相手チームのゴールキーパーを除いて、す
べての競技者の位置は、次のとおりでなければならない。
　 ● ピッチ上
　 ● ボールがインプレーになるまで５ｍ以上ボールから離れる 
　 ● ボールの後方または横
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5 m
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第12条　直接フリーキック

5 m

　そのチームのハーフ内またはピッチの中央からの直接フリーキック 

　直接フリーキックが反則を犯していないチームのハーフ内から行われ
る場合、キックを行う競技者と守備側ゴのールキーパーを除いて、すべ
ての競技者の位置は、次のとおりでなければならない。
　 ● ピッチ上 
　 ●  ボールがインプレーになるまで５m以上ボールから離れる。自身の
ペナルティーエリアにいることができる相手チームのゴールキー
パーを除いて、ボールと相手ゴールの間の仮想のエリアを出なけれ
ばならない。



41

進め方 

　 ●  キックを行う競技者はボールの位置を高くするために、足かボール
を使って小さな砂の山をつくれる。

　 ●  直接フリーキックは、主審・第２審判が合図から５秒以内に行われ
なければならない。 

　 ●  キッカーは他の競技者がボールに触れるまで、ボールを再びプレー
してはならない。 

　 ● ボールは蹴られる、または触れられたのちインプレーとなる。 
　 ●  ボールはどの方向にも蹴ることができ、ゴールキーパーも含め、ど
の味方競技者にもパスすることができる。

　 ●  ボールが、ボールと相手チームのゴールの間のエリアで、相手チー
ムのゴールの方向に蹴られ、ボールが空中にあるとき、守備側のゴー
ルキーパーのみ触れることができる。これ以外のケースでは、ボー
ルがこのエリアから外へ出る、またはグラウンドに触れた場合、こ
の制限は適用されないので、どの競技者もボールに触れる、または
ボールをプレーできる。

反則/罰則 

　攻撃側チームの競技者が第12条に違反した場合、
　 ●  仮想のハーフウェーラインの中央から行う直接フリーキックが相手
チームに与えられる。 

　守備側チームの競技者が第12条に違反した場合、
　 ●  得点があった場合、直接フリーキックを再び行わない。 
　 ●  得点がなかった場合、攻撃側の競技者が自身のペナルティーエリア
で反則を犯した場合を除いて、反則を犯した地点から行われる直接
フリーキックが相手チームに与えられる。その競技者が味方のペ
ナルティーエリアで反則を犯した場合、ペナルティーキックが相手
チームに与えられる。
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第13条 ペナルティーキック

ペナルティーキック 

　ピッチの中央から直接フリーキックを行う反則ではない直接フリー
キックとなる反則を自身のペナルティーエリアの中でボールがインプ
レー中に犯したとき、相手チームにペナルティーキックが与えられる。

　ペナルティーキックから直接得点することができる。

　各ピリオドおよび延長戦の終了時に行うペナルティーキックのために
時間が追加される。

5 m
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ボールと競技者の位置 

　ボールは、
　 ●  ゴールの中央から９mの仮想のペナルティーエリアラインの中央の
仮想のペナルティーマーク上に置く。

　ペナルティーキックを行う競技者は、
　 ● 特定される
　 ●  ファールされた競技者である。その競技者が重傷を負った場合、そ
の競技者の交代要員が行う。 

　守備側のゴールキーパーは、
　 ●  ボールがけられるまで、キッカーに面して、両ゴールポストの間の
ゴールライン上にいる。ゴールライン上を横に動くことは認められ
る。 

　キッカー以外の競技者は、次のように位置する： 
　 ● ピッチの中
　 ● ペナルティーエリアの外 
　 ● ボールの後方か横 
　 ● ボールから５ｍ以上離れる

主審 

　 ●  すべての競技者が第13条に従った位置につくまで、ペナルティー
キックを行う合図をしない。 

　 ● ペナルティーキックが完了したか決定する。

第２審判

　 ● 守備側のゴールキーパーが第13条に従っていることを確認する。
　 ● 得点なったかどうかを決める。
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第13条 ペナルティーキック

進め方

　 ● ペナルティーキックを行う競技者はボールを前方にける。
　 ●  他の競技者がボールに触れるまで、キッカーは再びボールをプレー
できない。

　 ● ボールは、けられて前方に移動したときインプレーとなる。

　ペナルティーキックを通常の時間内に行う、あるいは３ピリオド、延
長戦の時間を追加して行うまたは再び行うとき、ボールが両ゴールポス
トの間とクロスバーの下を通過する前に、次のことがあっても得点が与
えられる。
　 ●  ボールがゴールポスト、クロスバー、ゴールキーパーのいずれか、
またはそれらに触れる。 

反則/罰則 

　主審がペナルティーキックを行う合図をして、ボールがインプレーに
なる前に、次の状況のひとつが起きた場合、

　キッカーが競技規則に違反する。
　 ● 主審は、そのままキックを行わせる
　 ● ボールがゴールに入った場合、キックが再び行われる。 
　 ●  ボールがゴールに入らなかった場合、主審はプレーを停止し、試合
は、違反の起きた場所から行われる相手チームの直接フリーキック
で再開される。

　守備側のゴールキーパーが競技規則に違反する。
　 ● 主審は、そのままキックを行わせる。
　 ● ボールがゴールに入った場合、得点が与えられる。
　 ● ボールがゴールに入らなかった場合、キックは再び行われる。
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　キッカーの味方競技者が競技規則に違反する。
　 ● 主審は、そのままキックを行わせる。
　 ● ボールがゴールに入った場合、キックが再び行われる。 
　 ●  ボールがゴールに入らなかった場合、主審はプレーを停止し、試合
は、違反の起きた場所から行われる守備側チームの直接フリーキッ
クで再開される。

　守備側のゴールキーパーの味方競技者が競技規則に違反する。
　 ● 主審は、そのままキックを行わせる。
　 ● ボールがゴールに入った場合、得点が与えられる。
　 ● ボールがゴールに入らなかった場合、キックは再び行われる。

　守備側、攻撃側両チームの競技者が競技規則に違反する。
　 ● キックは、再び行われる。

　競技規則に従って特定された競技者と異なる競技者がペナルティー
キックを行った場合
　 ●  反則の起きた場所から行う直接フリーキックが相手側チームに与え
られる。

　ペナルティーキックが行われたのちに、
他の競技者がボールに触れる前に、キッカーがボールに再び触れる。
　 ●  仮想のハーフウェーラインの中央から行う直接フリーキックが相手
チームに与えられる。

　ボールが前方に進行中、外的要因にボールが触れる。
　 ● キックは再び行われる。

　ボールがゴールキーパー、クロスバー、ゴールポストからピッチには
ね返ったのち、外的要因がボールに触れる。
　 ● 主審はプレーを停止する
　 ●  プレーは、第８条にあるプレーの再開方法に従って、ドロップボー
ルにより再開される。
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第13条 ペナルティーキック

　ペナルティーキックのとき、ボールが、ゴールポスト、クロスバー、
またはゴールキーパーに触れる前に、破裂した、または欠陥となった場
合、
　 ● 新しいボールでペナルティーキックを再び行われる。

　ペナルティーキックのとき、ボールが、ゴールポスト、クロスバー、
またはゴールキーパーに触れた後に、破裂した、または欠陥となった場
合、
　 ● ボールが直接ゴールに入った場合、得点が与えられる。
　 ●  ボールが直接ゴールに入らなかった場合、プレーは停止され、第8
条に従ってドロップボールにより再開される。
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第14条 ボールインバウンド

ボールインバウンド

　ボールインバウンドは、プレーを再開する方法のひとつである。 

　ゴールキーパーを含む、すべての競技者がボールインバウンドを行う
ことができる。 

　ボールインバウンドから直接得点することはできない。 

　ボールインバウンドからボールが直接ゴールに向かって行われ、ボー
ルが競技者に触れず、仮想のゴールラインを越えたときは、
　 ●  ボールがボールインバウンドを行った競技者のゴールに直接入った
場合、相手チームにコーナーキックが与えられる。 

　 ●  ボールが相手チームのゴールに直接入った場合、相手チームにゴー
ルクリアランスが与えられる。 

ボールインバウンドは、次のとおり与えられる。
　 ●  グラウンド上、または空中にかかわらず、ボールの全体がタッチラ
インを越えたとき 

　 ● ボールがタッチラインから出た地点から
　 ● 最後にボールに触れた競技者の相手競技者に 

ボールと競技者の位置： 

　ボールインバウンドの種類 

キックイン 

　守備側チームの競技者はキックインが行われる地点から５m以上離れ
なければならない。
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第14条 ボールインバウンド

進め方

　ボールは、
　 ●  タッチライン上、またはタッチラインのすぐそばのピッチの外で静
止していなければならない。 

　 ● プレーを再開するため、任意の方向にけることができる。
　 ●  ボールがけられる、または触れられたのち、すぐにインプレーとな
る。 

　キックインを行う競技者は、
　 ●  ボールをインプレーにするため蹴るとき、片足をピッチの外のグラ
ウンドにつけていなければならない。 

　 ● ボールを保持してから５秒以内に行わなければならない。 
　 ● 他の競技者が触れるまで、再びボールに触れることはできない。 
　 ●  スローインを行うためにボールを手または腕で持ったのち、キック
インを行うことはできない。

5 m
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スローイン

　守備側チームの競技者はスローインを行う地点から５m以上離れなけ
ればならない。

進め方 

　スローインを行う競技者は、
　 ● ピッチに面する。 
　 ●  両足ともその一部をタッチライン上またはタッチラインの外のグラ
ウンドにつける。 

　 ● 両手を使う。 
　 ● 頭の後方から頭上を通してボールを投げる。 
　 ● ボールがピッチから出た地点から投げる
　 ● ボールを保持してから５秒以内に行わなければならない。 
　 ● 他の競技者が触れるまで、再びボールに触れることはできない。 
　 ●  キックインを行うためにボールを足でコントロールしたのち、ス
ローインを行うことはできない。

5 m
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第14条 ボールインバウンド

反則/罰則 

　次の場合、直接フリーキックが相手チームに与えられる。
　 ●  ボールインバウンドを行った競技者が他の競技者が触れる前にボー
ルを再び触れる。仮想のハーフウェーラインの中央から直接フリー
キックが与えられる。

　次の場合、相手チームの競技者がボールインバウンドを行う。
　 ● ボールインバウンドを正しく行わなかった。
　 ●  ボールがタッチラインを出た地点と異なる地点からボールインバウ
ンドを行う。

　 ●  ボールインバウンドをボールを保持してから5秒以内に行わなかっ
た。

　 ● 第14条に関するその他の違反を犯した。
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第15条　ゴールクリアランス

ゴールクリアランス 

　ゴールクリアランスは、プレーを再開する方法のひとつである。 

　ゴールクリアランスからは直接得点することはできない。ボールが相
手チームのゴールに直接入った場合、プレーは相手チームのゴールクリ
アランスで再開する。

　次のとき、ゴールクリアランスを与える。
　 ●  グラウンド上、または空中にかかわらず、最後に攻撃側競技者が触
れたボールの全体がゴールラインを越え、第10条による得点となら
なかった。
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第15条　ゴールクリアランス

進め方 

　 ●  ボールは、ペナルティーエリア内の任意の地点から守備側チームの
ゴールキーパーによって投げられる。 

　 ●  ゴールキーパーは、相手競技者がボールに触れるまで、味方競技者
から２度続けてボールを受けることができない。 (第16条参照)

　 ● ボールは、ゴールキーパーが放したら、直ちにインプレーとなる。 
　 ●  ゴールキーパーはボールを保持したら、５秒以内にインプレーにす
るため投げなければならない。 

反則/罰則 

　次の場合、仮想のハーフウェーラインの中央から行う直接フリーキッ
クが相手チームに与えられる：。
　 ● ゴールキーパーがゴールクリアランスを行うのに５秒以上かける。 
　 ● ゴールキーパーが足でゴールクリアランスを行う。 
　 ● ゴールキーパーが、他の競技者が触れる前に、再びボールに触れる。

　ゴールクリアランスを行ったボールが相手側ゴールに直接入った場合、
プレーは相手チームのゴールクリアランスで再開する。

　ボールがゴールに入る前に他の競技者に触れた場合、得点が与えられ
る。

　ゴールキーパーがゴールクリアランスを行い、自分のゴールにボール
を入れた場合、コーナーキックが相手チームに与えられる。
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第16条　ゴールキーパーへのダブルバックパス

ゴールキーパーへのダブルバックパス

　 ゴールキーパーは、相手競技者に触れずに、ヘッディングも含め、味
方競技者から２度続けて戻されたボールを意図的に手または腕で触れる
ことはできない。 
　ボールが味方競技者からゴールキーパーにパスされた場合、主審・第
２審判の一人は腕を頭上に上げ、最初のバックパスが行われたことを合
図しなければならない。 

反則/罰則 

　次の場合、仮想のハーフウェーラインの中央から行う直接フリーキッ
クが相手チームに与えられる。 
　 ●  ゴールキーパーが、ボールがインプレーになった後、相手競技者に
触れずに、味方競技者からボールを２度手または腕で受ける。 

　 ● 第16条に関するその他の違反を犯した。
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第17条　コーナーキック

コーナーキック

　コーナーキックは、プレーを再開する方法のひとつである。 

　相手チームのゴールに限り、コーナーキックから直接得点することが
できる。 

　コーナーキックは次のとき与えられる。
　 ●  グラウンド上、または空中にかかわらず、最後に守備側競技者が触
れたボールの全体がゴールラインを越え、第10条による得点となら
なかったとき。

進め方 

　 ●  ボールは、ゴールラインを越えた地点に最も近いコーナーフラッグ
から半径１mの仮想アークの中に置かれる。 

　 ●  キッカーは、ボールの位置を高くするために、自分の足かボールを
使って小さな砂の山をつくることができる。 

　 ●  相手競技者は、ボールがインプレーになるまでボールから５m以上
離れる。 

　 ● ボールは、攻撃側チームの競技者によって蹴られる。 
　 ● ボールは、蹴られるか触れられたのち、インプレーとなる。 
　 ●  他の競技者が触れるまで、キッカーは再びボールを触れることはで
きない。 

　 ●  キッカーは、ボールを保持してから５秒以内にコーナーキックを行
わなければならない。
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1 m

5 m

反則/罰則 

　次の場合、仮想のハーフウェーラインの中央から行う直接フリーキッ
クが相手チームに与えられる。
　 ●  コーナーキックを行った競技者が、他の競技者が触れる前に、ボー
ルに再び触れる。

　次の場合、相手のゴールキーパーがゴールクリアランスでプレーを再
開する。 
　 ●  キッカーが、ボールを保持してから５秒以内にコーナーキックを行
わない。 

　コーナーキックを行ったのち、キッカーがボールを直接自身のゴール
に入れた場合、コーナーキックが相手チームに与えられる。 

　コーナーキックののち、ボールが相手ゴールに直接入った場合、得点
が与えられる。 

　本条に関してその他の違反があった場合、
コーナーキックが再び行われる。
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第18条 試合の勝者を決定する方法 

試合の勝者を決定する方法

　延長戦と仮想のペナルティーマークからのキックは、通常の時間で引
き分けの場合、勝者を決定する方法である。

延長戦

　３分間の延長戦が第７条と第８条に従って行われる。

仮想のペナルティーマークからのキック

　延長戦ののち、同点の場合、勝者は第７条に従って仮想のペナルティー
マークからのキックによって決定する。
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進め方

　 ● 主審は、キックを行うゴールを選ぶ。 
　 ●  主審はコインをトスし、トスに勝ったキャプテンのチームが先にけ
るか、後にけるかを決める。

　 ● 主審、第2審判、タイムキーパーは、キックの記録をつける。
　 ● キックは、両チーム交互に行われる。
　 ●  同数のペナルティーキックを行い、先に得点を多くあげたチームを
勝者とする。

　 ●  ゴールキーパーを含め、すべての競技者と交代要員は、ペナルティー
マークからのキックをける資格がある。

　 ●  それぞれのキックは異なる競技者によって行われる。キックを行う
資格のある競技者の全員が、それぞれ２本目のキックを行う前に、
最初のキックを行わなければならない。

　 ●  仮想のペナルティーマークからのキックの進行中、キックを行う資
格のある競技者と主審・第２審判、第３審判のみがピッチの中にい
ることが認められる。

　 ●  キッカーと両ゴールキーパー以外、すべてのキックを行う資格のあ
る競技者は、第３審判とともにキックの行われている反対側のハー
フ内にいなければならない。

　 ●  仮想のペナルティーマークからのキックの進行中、キックを行う資
格のある競技者は、いつでもゴールキーパーと入れ替わることがで
きる。

　 ●  主審は、第2審判と反対側で、ゴールの左側のゴールライン上に立
ち、守備側ゴールキーパーが違反を犯していないことを確かめ、ボー
ルがゴールに入ったか入っていないかを決める。

　 ●  第２審判は、キックを行う競技者の左側で、仮想のペナルティーマー
クのライン上に立ち、キッカーが違反を犯していないことを確認し、
キックを行う合図をする。もう一人のゴールキーパーが、第２審判
と反対側のペナルティーエリアライン上に立ち、ボールから5m以
上離れていることも監視し、反スポーツ的行為をしていないことを
確認する。
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第18条 試合の勝者を決定する方法 

　 ●  一方のチームが、相手チームより競技者と交代要員の数が多い人数
で試合を終了したとき、相手チームの人数と等しくなるように、競
技者数を減らさなければならない。除外するぞれぞれの競技者の氏
名と背番号を主審に通知しなければならない。チームのキャプテン
がこの責任を持つ。

　 ●  仮想のペナルティーマークからのキックを開始する前に、主審は
ピッチの反対ハーフ内に両チームの同数のキックを行う資格のある
競技者のみが留まっていることを確認しなければならない。これら
の競技者がペナルティーキックを行う。
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REFEREES' SIGNALS

Direct free kick/
Penalty kick

Advantage Ball inbound

Caution Sending-off Stop the stopwatch
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Goal clearance Corner kick

Five seconds count Goalkeeper substitution

First backpass 
to goalkeeper
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審判員のための追加指示およびガイドライン

　審判員のための追加指示は、主審、第２審判、第３審判およびタイム
キーパーがビーチサッカー競技規則を正しく適用できるようにすること
を目的としているものである。

　ビーチサッカーは、競争的なスポーツであり、競技者同士の身体的接
触は自然なもので、試合の一部として受け入れられるべきものである。
しかしながら、競技者はビーチサッカーの競技規則およびフェアプレー
の精神を尊重しなければならない。

　著しく不正なファウルプレーと乱暴な行為は容認できかねる身体的な
攻撃に至る２つの反則であり、第11条に規定されているように、ピッチ
からの退場により罰せられなければならない。

著しく不正なファウルプレー

　競技者がボールを奪おうとして、相手競技者に対して過剰な力を用い
る、または粗暴な行為を行った場合、著しく不正なファウルプレーを犯
したことになる。
　いかなる競技者も、ボールを奪うとき、相手競技者に対して、前方、
後方、または側方から片足また両足を用い、過剰な力をもって体を投げ
出し、相手競技者の安全を脅かす場合、著しく不正なファウルプレーを
犯したことになる。

乱暴な行為

　乱暴な行為は、ピッチ内外において、またボールがインプレー中、ア
ウトオブプレーにかかわらず起こり得る。競技者がボールを奪うことな
く、相手競技者に対して過剰な力を用いる、または粗暴な行為を行った
場合、乱暴な行為を犯したことになる。
　また、味方競技者またはその他の者に対して過剰な力を用いる、また
は粗暴な行為を行った場合も、乱暴な行為を犯したことになる。



63

ゴールキーパーに対する反則

　主審・第２審判は次のことに留意しなければならない。
　 ●  ゴールキーパーがボールを投げる、クリアする、または放すのを妨
げることは反則である。

　 ●  ゴールキーパーがボールを投げる、クリアする、または放すとき、
そのボールを足でプレーする、またはプレーしようした場合、危険
な方法でプレーしたことにより罰せられなければならない。

　 ●  コーナーキックのときに不正な方法でゴールキーパーの動きを制限
することは反則である。

ブロッキング

　プレーイングディスタンス内で、腕を広げることなく、体を用いて相
手をブロックしてボールをコントロールすることは、反則ではない。
　しかしながら、相手競技者がボールを取るのを、手、腕、脚または体
を用いて、反スポーツ的な方法で阻止した場合、直接フリーキック、ま
たはそれがペナルティーエリアで犯された場合、ペナルティーキックで
罰せられる。

シザーズキック

　シザーズキックの途中でぶつかる相手競技者がいない場合、シザース
キックは認められる。
　相手競技者がシザーズキックを行うことを妨げた場合、その競技者は
違反の生じた地点から行う直接フリーキックで罰せられる。シザーズ
キックを止めようとした競技者がその途中でぶつかった場合、その違反
はぶつかった競技者によって犯されたのである。

意図的なハンドリングの反則

　主審・第２審判は、競技者が意図的に手または腕でボールを手で扱っ
た場合は直接フリーキックで、それがペナルティーエリア内で行われた
場合はペナルティーキックで罰せられることに留意しなければならない。
通常の状況において意図的に手または腕でボールを扱った場合、警告や
退場を命じられることはない。
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決定的な得点の機会の阻止

　しかしながら、決定的な得点の機会を、ボールを手または腕で扱って
意図的に阻止した場合、その競技者は退場させられる。この罰は、単な
る意図的なハンドリングの反則ではなく、まさに得点になろうとするも
のを反則で阻止するという容認しがたい、またスポーツをする者として
許しがたい行為に対して適用されるものである。

反スポーツ的行為となる意図的なハンドリングによる警告

　競技者は、次の状況においては、直接フリーキックで罰せられるだけ
でなく、反スポーツ的行為を行ったことにより、警告されなければなら
ない。
　 ●  相手競技者がボールを受け取るのを阻止すべく、手または腕でボー
ルに触れる、または意図的にたたき落とす。

　 ●  意図的に手または腕でボールに触れる、またはたたいて得点をしよ
うとする。

　 ●  競技者が、手または腕でプレーしているのにもかかわらず、体の一
部を用いてプレーしているように見せかけて主審や第２審判を騙す。

　 ●  ゴールキーパーが自分のペナルティーエリア外で、手または腕を用
いて相手の得点また得点の機会を阻止しようとしたが、阻止できな
い。

相手競技者を背後から押さえる

　一般的に、相手競技者を背後から押さえる反則を正しく認識し、罰す
ることができないことが審判に対する批判となっている。シャツを引っ
張り、腕を掴むことを正しく見極められないことが議論を引き起こすこ
とになる。従って、主審および第２審判は第11条の規定に基づき、この
状況に対してただちに、またしっかりと対応することが求められる。
　一般的に言えば、直接フリーキックまたはペナルティーキックで罰す
ることで十分であるが、ある状況下では、追加的な制裁を課さなければ
ならない。
　具体的に、
　 ●  相手競技者を背後から抑えてボールに近づかせない、または有利な
位置を取る競技者は、警告される。

　 ●  相手競技者を背後から抑えて決定的な得点の機会を奪う競技者は、 
退場させられる。
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直接フリーキック

　次の場合、主審・第２審判は、競技者を警告しなければならないこと
に留意する。
　 ● プレーを再開するとき、規定の距離を守らない

ペナルティーキック

　ペナルティーキックが行われる前に、競技者がペナルティーマークか
ら５ｍ未満のところに近づくことは違反である。ゴールキーパーも同様
で、ボールがけられる前にゴールラインから離れることは、競技規則に
違反することである。競技者がこのルールに違反した場合、主審・第２
審判は適切に対応できるようにしなければならない。

繰り返し競技規則に違反する

　主審・第２審判は、繰り返しビーチサッカー競技規則に反する競技者
に対して、常に警戒していなければならない。問題となる競技者が異なっ
た種類の反則を犯した場合であっても、繰り返し規則に違反することで、
警告されなければならない。
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審判員に対する態度

　ビーチサッカー競技規則に関する限り、チームの主将は特別な地位を
与えられているわけでもなく、特別な取り扱いをされるわけではない。
しかしながら、チームの行動について、それなりの責任を有する。
　いかなる競技者も審判員の判定に関して言葉で異議を示せば、警告さ
れなければならない。いかなる競技者も、審判員を攻撃する、攻撃的な、
非礼な、また卑猥な身振りまたは言葉を用いれば、退場を命じられる。

シミュレーション

　いかなる競技者も負傷を装う、また反則を犯されたふりをして主審・
第２審判を騙そうとすれば、シミュレーションの反則を犯したことにな
り、反スポーツ的行為により警告される。この違反を罰するためプレー
が停止された場合、仮想のハーフウェーラインの中央から行う直接フ
リーキックにより試合が再開される。

試合の再開を遅らせる

　主審・第２審判は、次の策略を用いてプレーの再開を遅らせる競技者
を警告しなければならない。
　 ●  再び行わせようと、意図的に異なった場所からフリーキックを行う。
　 ●  主審・第２審判が試合を止めた後、ボールを遠くにける、取り上げ
る、または囲い込む。

　 ●  主審・第２審判がプレーを停止後、意図的にボールに触れ対立を引
き起こす。
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得点の喜び

　競技者が得点をしたときにその喜びを表すことは認められるが、過度
となってはならない。それなりのマナーを保てば得点の喜びは認められ
る。しかしながら、長い時間を要するダンスをするような喜びの表し方
は、決して勧められるべきものではない。主審・第２審判はそのような
とき介入しなければならない。

　競技者が次の行為をした場合、競技者は警告される。
　 ● 挑発、愚弄または過剰な興奮状態の身振りをする。
　 ●  ピッチを離れ、ファンの集まっている場所に入り込んで、得点を喜
ぶ。

　 ● シャツを脱ぐ、または頭にかぶる。
　 ● マスクや同様のものを顔に被る。

　得点を喜ぶためにピッチを離れることは罰せられるべき反則ではない。
　しかし、競技者は、すぐさま戻ることが必須である。

　主審・第２審判は、得点の喜びを予防的にまたコモンセンスを用いて
対応するよう目指さなければならない。

飲料

　競技者は、試合が停止している間、タッチライン上においてのみ、飲
水を取る権利を有している。水の入った袋や、その他の容器をピッチ内
に投げ入れることは認められない。

基本的な用具

　ゴールキーパー：
　 ●  それぞれのゴールキーパーは、他の競技者や審判員と明らかに区別
できる色の衣服を着用しなければならない。

　 ●  両ゴールキーパーのシャツの色が同じで、代替のものに変更できな
い場合、主審はそのままプレーを開始することを認める。
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　基本的ではない用具
　 ●  競技者は、基本的な用具の他に、自分自身または他の競技者に危険
ではなく、身体的な保護を目的とする用具を使用できる。

　 ●  ヘッドギア、フェイスマスク、膝またはアーム・プロテクターなど
最近の保護用具は柔軟で軽量な材質で危険ではないと判断されるこ
とから着用が認められる。

　 ●  新技術によって、スポーツめがねが競技者自身また他の競技者の両
者にとってもより安全になっていることから、主審・第２審判は、
特に若い競技者達に、これらのめがねの使用を認めるようにしてい
かなければならない。

　 ●  試合開始時にチェックをし危険ではないと判断した用具や服が、試
合の間に、危険になったり危険な方法で使用された場合、その使用
を認めてはならない。

　 ●  競技者間や競技者とスタッフの間で通信システムを使用することは
認めてはならない。

安全

　競技者は、自分自身または他の競技者に危険なもの（すべての装身具
を含む）を着用してはならない。

装身具

　すべての装身具（ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリング、皮
革でできたバンド、ゴムでできたバンドなど）は厳しく禁止されており、
外さなければならない。
　装身具をテープで覆うことは認められない。
　審判員も装身具を身につけることはできない（時計や試合時間を計測
する同様の機器は除く）。
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負傷した競技者の対応方法

　主審・第２審判は、競技者が負傷した場合、次の指示を考慮しなけれ
ばならない。
　 ●  負傷の度合いが軽いと主審・第２審判が判断した場合、ボールがア
ウトオブプレーになるまで試合を続けさせる。

　 ●  主審・第２審判は、重傷を負っていると判断した場合、試合を停止
する。

　 ●  主審・第２審判が、競技者が直接フリーキック、またはペナルティー
キックを行うのを避けるために負傷をしている、またはしたふりを
していると判断した場合、競技者を警告しなければならない。プレー
を再開していない場合、その競技者にキックをさせなければならな
い。プレーを再開してしまった場合、主審は報告書に記載して報告
しなければならない。

　 ●  主審・第２審判は、負傷した競技者に尋ねたのち、競技者の負傷の
程度を判断し、競技者の安全を確保して、迅速にピッチから退出さ
せるため、１名以上（最大でも２名）のドクター等のピッチへの入
場を認めることができる。

　 ●  必要であれば、その競技者の退出を迅速にさせるため、ドクター等
が入ると同時に担架要員をピッチに入れる。

　 ●  主審・第２審判は負傷した競技者をピッチから安全かつ迅速に退出
されるようにする。

　 ●  競技者が反則されていなかった場合、ピッチ上で治療することはで
きない。

　 ●  出血を伴っている競技者はピッチを離れなければならず、主審・第
２審判が止血を確認するまでピッチに戻れない。（第3審判はチェッ
クをすることができるが、その競技者が交代していない場合、主審・
第２審判のみが復帰を承認することができる。）競技者は血液で汚れ
た衣服を身につけることはできない。

　 ●  競技者は、医師がピッチに入り、競技者がフリーキックを行わない
場合、遅滞なく、歩いてまたは担架に乗ってピッチを離れなければ
ならない。競技者がこの手続きに反した場合、意図的にプレーの再
開を遅らせたことで警告される。

　 ●  交代要員と交代しない場合、負傷した競技者がピッチに復帰するこ
とできるのは試合が再開してからである。

　 ●  負傷した競技者は交代ゾーンからピッチを離れる必要はなく、ピッ
チの境界線のいずれかから外に出ることができる。

　 ●  負傷してピッチを離れる、またはピッチを離れなければならない競
技者は交代することができるが、交代要員は常に交代ゾーンから
ピッチに入らなければならない。
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　 ●  まだ交代していないのであれば、負傷した競技者は、ボールがイン
プレー中、タッチラインからのみピッチに戻ることができる。ボー
ルがインプレー中でなければ、ピッチのどの境界線からも戻ること
ができる。

　 ●  ボールがインプレー、アウトオブプレーにかかわらず、主審・第２
審判のみが負傷した競技者のピッチへの復帰を認めることができる。

　 ●  プレーが特別な理由で中断されていない場合で、競技者の負傷が
ビーチサッカー競技規則の違反によらない場合、主審・第２審判は
ボールをドロップして試合を再開する。(第８条参照）

例外

　次のケースのみ、例外である。
　 ● ゴールキーパーの負傷。
　 ●  ゴールキーパーとフィールドプレーヤーが衝突し、即座な治療が必
要なとき。

　 ●  重傷が発生しているとき。例えば、競技者が舌を飲み込んでいる場
合や脳震盪、足の骨折等。

　 ●  競技者が砂を取り除く必要があるとき、ピッチを離れずに、役員か
ら水をもらい、砂を取り除く必要がある場合。 

フリーキックまたはペナルティーを蹴らなければならない負傷した競技者

　 ●  競技者が反則をされて出血のある怪我をしておらず、主審・第２審
判が援助の要求をした場合、ピッチで治療することが認められる。

　 ●  主審・第２審判は競技者が治療を受けた後、フリーキックまたはペ
ナルティーキックをできるかどうかたずねる。

　 ●  負傷した競技者が直接フリーキックまたはペナルティーキックを蹴
ることができないと言った場合、交代要員がキックを行う。




